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（
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四〇

公

告

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事
完
了
の
届
出
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
四一

規

則

東
京
都
貸
金
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
三
号

東
京
都
貸
金
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
貸
金
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
()表
中

「所
属

職
氏

名

年
月

日
生

」
を

「所
属

職
氏

名

」
に
改
め
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

三
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
五
号

家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
指
定
し
た
家
畜
等
」
の
下
に
「
（
法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
特
定
家
畜
伝
染
病

防
疫
指
針
に
基
づ
き
、
当
該
道
府
県
知
事
が
当
該
規
則
に
基
づ
く
制
限
の
対
象
外
と
し
た
も
の
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
「
同
規
則
」
を
「
当
該
規
則
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
七
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
虎
ノ

門
一
丁
目
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

虎
ノ
門
一
丁
目
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

港
区
西
新
橋
一
丁
目
八
番
四
号

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
四
月
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
五
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
東

京
都
市
計
画
事
業
神
宮
前
六
丁
目
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
規
準
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を

認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

再
開
発
会
社
の
名
称

神
六
再
開
発
株
式
会
社

二

市
街
地
再
開
発
事
業
の
種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
事
業
神
宮
前
六
丁
目
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開

発
事
業

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
一
年
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
八
月
三
十
一
日
ま

で
四

施
行
地
区

渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
地
内

五

事
務
所
の
所
在
地

渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
二
十
八
番
四
号

六

施
行
認
可
の
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
十
五
日

七

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
に
、
令
和
七
年
四
月
八
日
か
ら
同
年
七
月
三
十

一
日
ま
で
を
加
え
る
。

事
務
所
の
所
在
地
を
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
二
十
一
番
一
号
に

変
更
す
る
。

八

規
準
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
四
月
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
七
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

板
橋
区
大
谷
口
上
町
三
十
番
一
、
同
番
四

十
七
、
同
番
四
十
八
、
三
十
一
番
十
、
同

番
二
十
七
の
一
部
、
五
十
五
番
一
、
同
番

四
、
同
番
七
、
五
十
六
番
一
、
同
番
六
の

一
部
、
同
番
十
二
、
同
番
十
三
、
五
十
八

番
二
十
三
、
六
十
六
番
三
及
び
七
十
二
番

一

令
和
七
年
三
月
五

日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

清
瀬
市
松
山
三
丁
目
千
十
八
番
一
、
同
番

三
百
五
及
び
千
六
十
三
番
二
の
各
一
部
並

び
に
千
六
十
三
番
四

令
和
七
年
三
月
十

三
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
（
小
平
市
花

小
金
井
一
丁
目
六
番
二
十
号
）

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
十
一
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
日
の
出
エ
ス
テ
ー
ト

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

曾
我

秀
行

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新
宿
区
新
宿
一
丁
目
三
十
六
番
二
号

新
宿

第
七
葉
山
ビ
ル
三
〇
五
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
八
六
七
六
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
四
年
十
二
月
九
日

二

処
分
年
月
日

令
和
七
年
三
月
二
十
二
日

三

処
分
内
容

免
許
の
取
消
し

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
三
号

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ４
一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
葛
飾
区
東
四
つ

木
二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
、
シ
ア
ン
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び

そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）５
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
葛
飾
区
堀
切
一

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

シ
ア
ン
化
合
物
並

び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

シ
ア
ン
化
合
物
並
び
に
鉛
及
び
そ
の
化
合
物



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
九
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
南
砂
五
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

ひ

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ

の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）７
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
百
五
号
に
よ
り

指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
千
住
関
屋

町
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム

ひ

化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ８
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
五
号
及
び
令
和

三
年
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
四
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部

の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
六
町
二
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）９
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
九

号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
六
町
三
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） １０
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
十
八
号

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分

に
つ
い
て
、
法
第
二
十
四
条
の
六
の
八
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号
又
は
名

称

株
式
会
社
デ
イ
リ
ー
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

㈡

氏
名
（
法
人

の
場
合
は
代

表
者
氏
名
）

中
村

健
太

㈢

主
た
る
営
業

所
の
所
在
地

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
七
番
十
二
号

徳
永

ビ
ル
四
階
四
〇
一
号

㈣

登
録
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
三
一
六
九
八
号

㈤

登
録
年
月
日

令
和
六
年
八
月
三
十
一
日

二

処
分
年
月
日

令
和
七
年
三
月
十
八
日

三

処
分
の
内
容

業
務
の
全
部
（
弁
済
の
受
領
に
関
す
る
業
務

及
び
訴
訟
又
は
調
停
に
応
ず
る
業
務
並
び
に

東
京
都
知
事
が
個
別
に
承
認
し
た
行
為
を
除

く
。
）
を
停
止
す
る
。

四

業
務
停
止
期
間

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
六
月
二

十
五
日
ま
で
（
九
十
日
間
）

五

適
用
条
文

法
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項
第
二
号

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
四
月
八
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
京
朝
霞

二

変
更
の
区
間

練
馬
区
大
泉
町
二
丁
目
千
四
十
五
番
四
地
内
か

ら
同
区
大
泉
町
三
丁
目
三
百
五
十
六
番
三
地
先

ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）１１



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） １２
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
二
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
四
月
八
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

王
子
千
住
夢
の
島

二

変
更
の
区
間

荒
川
区
西
尾
久
五
丁
目
千
二
百
十
番
二
十
六
地

先
か
ら
同
所
千
二
百
十
一
番
十
四
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）１３
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
四
月
八
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
㈠

路
線
名

瑞
穂
富
岡

㈡

変
更
の
区
間

西
多
摩
郡
瑞
穂
町
大
字
長
岡
下
師
岡
字
桜
木

三
百
七
十
二
番
一
地
先
か
ら
青
梅
市
新
町
六

丁
目
十
九
番
一
地
先
ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠

路
線
名

所
沢
青
梅

㈡

変
更
の
区
間

青
梅
市
今
井
五
丁
目
二
千
四
百
七
十
七
番
三

十
七
地
先
か
ら
同
所
二
千
四
百
七
十
五
番
一

地
内
ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） １４



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）１５
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
四
月
八
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
㈠

路
線
名

府
中
町
田

㈡

変
更
の
区
間

府
中
市
住
吉
町
二
丁
目
三
十
番
四
十
一
地
先

か
ら
多
摩
市
関
戸
三
丁
目
二
番
二
十
一
地
先

ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠

路
線
名

府
中
相
模
原

㈡

変
更
の
区
間

府
中
市
住
吉
町
二
丁
目
三
十
番
四
十
一
地
先

か
ら
多
摩
市
関
戸
三
丁
目
二
番
二
十
一
地
先

ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） １６



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）１７

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

令
和
六
年
十
二
月
十
五
日
執
行
の
国
立
市
長
選
挙
に
お
け
る
選
挙

の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
裁
決
し

た
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
十

五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） １８



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）１９

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ２０



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）２１

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ２２



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）２３
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ２４
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）２５

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ２６



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）２７



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ２８
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）２９



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ３０



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）３１
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ３２

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）３３

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ３４

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）３５
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ３６

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）３７



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ３８
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）３９

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消

し
及
び
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ４０
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18280号）東 京 都 公 報令和7年4月8日（火曜日）４１

公

告

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事
完
了
の

届
出
に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
町
田
市
資
源
循
環
型
施
設
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
工
事
完
了
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
条
例
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
町
田
市

町
田
市
長

石
阪

丈
一

町
田
市
森
野
二
丁
目
二
番
二
十
二
号

二

対
象
事
業
の
名
称

町
田
市
資
源
循
環
型
施
設
整
備
事
業

三

工
事
着
手
の
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

四

工
事
完
了
の
年
月
日

令
和
六
年
九
月
三
十
日

五

届
出
日

令
和
七
年
三
月
十
三
日



令和7年4月8日（火曜日）東 京 都 公 報（第18280号） ４２
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